
各
地
区
の
ご
み
集
積
所
や
収
集
日
は
、
町
内
会
長
か
近
所
の
か
た
へ

お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。
収
集
日
は
「
家
庭
か
ら
出
る
ご
み
の
分
け
方
・

出
し
方
」(

右
下
参
照)

や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

h
ttp
://w

w
w
.c
ity.a

k
ita
.a
k
ita
.jp
/c
ity/e

v/

■
ご
み
集
積
所
に
は
収
集
日
の
朝
６
時
か
ら
８
時
ま
で
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
収
集
日
前
日
や
収
集
後
に
は
、
ご
み
を
出
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

ご
み
の
分
別
マ
ニ
ュ
ア
ル
「
家
庭
か
ら
出

る
ご
み
の
分
け
方
・
出
し
方
」
も
ご
活
用
く

だ
さ
い
。
次
の
窓
口
で
さ
し
あ
げ
ま
す
。

●
市
民
課
　
●
環
境
部(

寺
内
蛭
根)

●
土
崎
支
所

●
西
部
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

●
河
辺
・
雄
和
市
民
セ
ン
タ
ー

●
ア
ル
ヴ
ェ
駅
東
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

●
各
公
民
館
・
地
域
セ
ン
タ
ー
・
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

●引っ越しの時に出る多量
のごみは自分で処理を！
●不法投棄は犯罪です。
絶対にやめましょう

●
引
っ
越
し
、
庭
木
の
刈
り
込
み
な
ど
で

多
量
に
発
生
す
る
ご
み
。
食
堂
、
会
社

な
ど
事
業
所
か
ら
出
る
ご
み
▼
許
可
業

者
へ
依
頼
す
る
か
、
総
合
環
境
セ
ン
タ

ー

(

８
３
９)

４
８
１
６(

河
辺
豊
成
字

虚
空
蔵
大
台
滝
１-

１)

へ
連
絡
し
、
自

分
で
搬
入
し
て
く
だ
さ
い
。
総
合
環
境

セ
ン
タ
ー
に
持
ち
込
ん
だ
と
き
の
ご
み

処
理
手
数
料
は
10
㌔
ご
と
に
112
円
で
す

●
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
ボ
ン
ベ
、
農
薬
、
廃
油
、

バ
ッ
テ
リ
ー
な
ど
危
険
な
も
の
▼
販
売

店
な
ど
に
回
収
を
依
頼
し
て
く
だ
さ
い

●
洗
濯
機
、
衣
類
乾
燥
機
、
テ
レ
ビ
、
エ

ア
コ
ン
、
冷
蔵
庫
、
冷
凍
庫
▼
販
売
店

に
引
き
取
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。
買
っ
た
店
が
分
か
ら
な
い
時

は
、
環
境
都
市
推
進
課
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

(

８
６
６)

２
９
４
３

●
パ
ソ
コ
ン
▼
製
造
メ
ー
カ
ー
な
ど
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

●
事
業
活
動
に
伴
う
産
業
廃
棄
物
▼
許
可

業
者
へ
依
頼
す
る
か
、
民
間
の
処
理
場

へ
搬
入
し
て
く
だ
さ
い

××
●ごみ出しは「秋田
市指定ごみ袋」で
お願いします
●レジ袋でのごみ出
しはできません

環
境
都
市
推
進
課

(

８
６
６)

２
９
４
３

問
い
合
わ
せ

●
ご
み
の
分
け
方
と
出
し
方

秋
田
市
ご
み
ル
ー
ル

市
で
収
集
し
な
い
ご
み

ご
み
の
分
け
方
・
出

し
方
、
収
集
日
程
は

こ
れ
で
！

配布窓口
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広報あきた　平成22年４月２日号

介護・高齢福祉課

（福祉棟２階)
(866)2069

平成21年度～23年度の介護保険料

額(65歳以上のかた。年額)は右表のと

おりです。平成21年度の介護報酬改定

に伴う介護保険料の急激な上昇を抑え

るため、３年間で徐々に増えるように

設定しています。

＊４段階(特例含む)のかたで、次の①②両
方の条件を満たすかたは、２段階か３
段階に変更になります。該当する場合
は介護・高齢福祉課へご連絡ください。
①同一世帯に所得税または市町村民税
が未申告の20歳～60歳の家族がいる
②世帯全員が市町村民税非課税者である

◆対象 要介護４か５で介護保険料の所得段

階が１～３(65歳未満の場合は市町村民税非

課税)のご家族を自宅で介護しているかた

◆申請方法 ４月・７月・10月・１月の各

月７日まで、それぞれ翌月からの３か月分を

申請してください。ただし、５月～７月分は

４月15日(木)まで申請してください。

※今年１月～３月に申請したかたには、４月

上旬に申請書を郵送します。

◆申請場所 介護・高齢福祉課(福祉棟２階)

河辺市民センター　雄和市民センター　

介護・高齢福祉課 (866)2069問い合わせ

①紙おむつ②尿取りパッド③清拭剤④ド

ライシャンプー⑤使い捨て手袋を月6,250

円まで現物支給します。

介護用品を支給します
自宅で家族を介護しているかたに

平成22年度の介護保険料から、市町村民税非課税世帯で一

定の条件を満たすかた(下記　　)も減免の対象となります。納

期限の７日前(年金から引き落としのかたは減免を受けようと

する月の19日)まで、介護・高齢福祉課へ申請してください。

災害により、住宅、家財などに著しい損害を受けた場合

生計を主として維持する者の長期入院、失業などにより

収入が著しく減少した場合

介護保険料の所得段階が「３」で、世帯員の収入

や資産などの状況により、保険料の納付が困難

と認められる(次の①～⑤をすべて満たす)場合

＊平成21年４月から22年３月までに65歳になったかたや秋田市に転入したか
たは、６月・８月・10月から年金引き落としに変わる場合があります。変
更になる場合は事前にお知らせします

65歳以上のかたに、平成22年度分の介護保険料納入通知書(仮算定分)

を４月上旬にお送りします。通知書に書いてある保険料額は、前年度の

保険料額を基礎として仮算定したものです。今年度の課税状況に基づい

て算定する保険料額(本算定分)は７月ころにお知らせします。

③年金から引き落としされているかた…納入通知書(仮算定)はお送りしま

せん。４月に引き落とされる保険料額は前回(２月)と同額です。10月以降

に引き落とされる保険料額で、平成22年度の保険料(年額)に調整します

①金融機関での窓口納付のかた

…納入通知書(仮算定)と４月～６月分の納付書をお送りします

②口座振替のかた…納入通知書(仮算定)をお送りします

※①、②のかたで６月から年金引き落としに切り替わるかたには、年金引き落

としのお知らせ(①のかたには５月分までの納付書も)を同封します

介護
保険

■平成22年度の介護保険料

からお知らせ

①市町村民税非課税世帯

②世帯全員の所得見込額が単身世帯で120万円、世帯

員が１人増えるごとに60万円を加算した額以下

③世帯全員の預貯金などの額が一定額以下

④世帯全員が居住用資産など以外に利用できる資産を所有していない

⑤別世帯の市町村民税課税者に扶養されていない

介護保険料の減免対象を拡大

問い合わせ

減免の対象(該当するかたはご相談ください）

納
入
通
知
書
を

お
送
り
し
ま
す

１

３

２

３
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